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長野県告示第166号

　長野県立自然公園条例（昭和35年長野県条例第22号）第４条第２項において準用する第３条第２項の規定により、御岳県

立公園の指定を解除します。

　　令和８年４月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

自然保護課

長野県告示第167号

　長野県立自然公園条例（昭和35年長野県条例第22号）第６条第２項において準用する第５条第２項の規定により、御岳県

立公園の公園計画を廃止します。

　　令和８年４月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

自然保護課

長野県告示第168号

　長野県立自然公園条例（昭和35年長野県条例第22号）第７条第２項において準用する第３条第２項の規定により、御岳県

立公園区域内における特別地域の指定を解除します。

　　令和８年４月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

自然保護課
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長野県告示第169号

　自然公園法（昭和32年法律第161号）第20条第１項の規定により、御嶽山国定公園の区域内に次のとおり特別地域を指定

したので、同条第２項において準用する第５条第３項の規定により、次のとおり告示します。

　この特別地域の区域を表示した図面は、長野県環境部自然保護課、木曽地域振興局総務管理・環境課、木曽町役場及び王

滝村役場において縦覧に供します。

　　令和８年４月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　特別地域の区域

　�　木曽郡木曽町内国有林木曽森林管理署832林班及び 863林班の全部並びに 824林班、827林班、828林班、830林班、831林班、837林

班、855林班、857林班から 859林班まで、861林班、862林班及び 876林班の各一部

　　木曽郡木曽町開田高原西野の一部

　�　木曽郡王滝村内国有林木曽森林管理署2330林班、2331林班、2353林班、2360林班、2452林班、2453林班及び 2688林班の全部並び

に 2362林班、2437林班、2438林班、2445林班から 2448林班まで、2697林班及び 2760林班の各一部

　　木曽郡王滝村黒石原の一部

２　特別地域の区域を表示した図面（省略）

自然保護課

長野県告示第170号

　自然公園法（昭和32年法律第161号）第21条第１項の規定により、御嶽山国定公園の特別地域内に次のとおり特別保護地

区を指定したので、同条第２項において準用する第５条第３項の規定により、次のとおり告示します。

　この特別保護地区の区域を表示した図面は、長野県環境部自然保護課、木曽地域振興局総務管理・環境課、木曽町役場及

び王滝村役場において縦覧に供します。

　　令和８年４月10日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　特別保護地区の区域

　　木曽郡木曽町内国有林木曽森林管理署832林班及び 863林班の各一部

２　特別保護地区の区域を表示した図面（省略）

自然保護課


